
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一

（
教
育
委
規
則
）

令

和

八

年

号

外

三
〇

三
月
三
十
一
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
規
則

大
分
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
教
育
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大
分
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　
大
分
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
参
集
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
教
育
長
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

　

認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　
大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
大
分
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則

　

第
一
条
第
一
号
中
「
多
年
教
育
」
を
「
教
育
行
政
」
に
、
「
成
績
」
を
「
功
績
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

学
校
教
育
に
従
事
し
学
校
経
営
に
つ
い
て
特
に
功
績
の
顕
著
な
る
も
の

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
規
則

　

（
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県

　

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
第
一
項
の
表
の
二
十
二
の
項
の
原
因
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童

　
　
　

発
達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
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三
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日
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分
県
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号
外

二

（
教
育
委
規
則
）

　

分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
車
賃
、

　

宿
泊
料
、
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
三
の
五
の
項
の
原
因
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童

　
　
　

発
達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分

　

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
区
分
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児

　
　
　

童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童
発
達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　
大
分
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
末
尾
に
教
育
長
が
署
名
し
」
を
「
、
教
育
長
が
署
名
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
署
名
に
代
わ
る
措
置
を
含
む
。
）
を

し
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　
大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
の
教
育
改
革
・
企
画
課
の
項
中
「
総
務
班
、
改
革
企
画
班
、
広
報
・
調
整
班
」
を

「
総
務
・
広
報
班
、
企
画
管
理
班
」
に
、
「
経
理
班
」
を
「
改
革
企
画
・
グ
ロ
ー
バ
ル
推
進
班
」
に
改
め
、

同
表
の
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
項
中
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
指
導
班
」
の
下
に
「
、
基
盤
整
備
・
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援

班
」
を
加
え
、
同
表
の
教
育
財
務
課
の
項
中
「
企
画
・
予
算
班
」
を
「
管
理
予
算
班
」
に
改
め
、
同
表
の
高

校
教
育
課
の
項
中
「
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
推
進
班
」
を
削
る
。

　

第
五
条
中
第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

三　

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

教
育
費
の
予
算
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
九　

留
学
及
び
国
際
交
流
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
の
二
第
三
号
中
「
デ
ジ
タ
ル
教
材
」
の
下
に
「
（
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
の
三
第
十
号
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
（
大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年

大
分
県
規
則
第
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加

え
る
。

　

第
六
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。

　

九　

大
分
県
教
育
委
員
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

本
庁
の
課
及
び
所
の
総
務
系
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除

　
　

く
。
）
。

　

第
七
条
第
四
号
中
「
及
び
特
例
給
付
」
を
削
る
。

　

第
八
条
第
十
二
号
中
「
教
育
改
革
・
企
画
課
」
を
「
教
育
財
務
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
の
表
の
総
務
企
画
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
改
革
推
進
監

教
育
改
革
・
企

画
課

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
改
革
の
施
策
の
推
進
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
。

　

第
十
八
条
の
表
の
財
務
企
画
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
高
校
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
務



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

（
教
育
委
規
則
）

高
校
教
育
推
進
監

高
校
教
育
課

を
処
理
す
る
。

　

第
十
八
条
の
表
の
健
康
対
策
・
管
理
監
の
項
を
削
り
、
同
表
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
監
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
推

進
監

体
育
保
健
課

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
体
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
推

進
並
び
に
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
健
康
対
策
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　
大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
の
四
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
運
営
協
議
会
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

　

第
四
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る

　

と
き
は
、
学
校
評
議
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

　

別
表
の
大
分
県
立
別
府
翔
青
高
等
学
校
の
項
中

を
「

に

「

普

通

科

ク
ロ
ス
ア
カ
デ

ミ
ア
科

商

業

科

ビ
ジ
ネ
ス
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
科

グ
ロ
ー
バ
ル
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
科

普

通

科

商

業

科

グ
ロ
ー
バ
ル
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
科

」

」

改
め
、
同
表
の
大
分
県
立
中
津
南
高
等
学
校
の
項
中

を
「

「

普

通

科

普

通

科

普

通

科

環
境
・
社
会
共

生
科

普

通

科
」

」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校
の
項
中
「
大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校
」
を
「
大
分
県
立
別
府
や
ま

な
み
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

（
教
育
委
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　

　

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃

　

止
）

第
一
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

　

（
昭
和
六
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規

　

則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ

　

る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま

　

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
専
決
さ
せ
る
規
則
（
昭
和
三
十

　

五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

　

用
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２　

大
分
県
教
育
委
員
会
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

　

用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


